
コミュニティバスの新規導入について

◆事業の目的

・令和９年３月31日の運行をもって銭函桂岡線（北海道中央バス㈱）が廃止。

・廃止により、桂岡地域及び銭函３丁目から域外への移動拠点である銭函駅などに向かう公共交通手段が失われる。

・代替交通（コミュニティバス）の導入により、地域住民の通勤・通学・通院等、日常生活に必要な公共交通手段を確保する。

◆運行概要（案）

運行開始 令和９年４月１日～

運行主体 市（運行は交通事業者に委託）

運行態様 路線定期運行

運行車両 マイクロバス車両（路線バス仕様：定員29名）１台 ※予備車１台

運 賃 240円（現運賃をベースに検討）

運賃支払い方法 現金、交通系IC、回数券、定期券（予定）

道路運送法上の位置づけ 道路運送法第79条による運行（交通空白輸送を行う自家用有償旅客運送）

◆スケジュール

運行方法ついては、現在の銭函桂岡線の運行形態を

ベースに検討する。

◎運行ルート及び運行ダイヤ（便数、時刻）： 地域の意見を踏まえて決定
※銭函３丁目ルートの見直しを検討（銭函３丁目及び銭函ＰＧ場利用僅少のため廃止、駅～能開大付近を

循環化）しているが、地域との協議を踏まえ決定する。

◎これまでの運行との変更点（現時点）
・運賃の支払い関係：

車内でのSAPICAチャージ不可、SAPICA利用時ポイント付与及びSAPICA定期券なし。
回数券及び定期券の販売は、車内及び運行委託事業者の窓口を想定。
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運行ダイヤ（現行）

（出典）Google Mapをもとに
小樽市官民連携室が作成

◆運行の方向性

運行ルート（たたき台）

銭函浄水場 6:40 7:10 8:00 8:55 10:03 11:10 13:30 14:55 17:50

桂岡会館下 6:41 7:11 8:01 8:56 10:04 11:11 13:31 14:56 17:51

桂岡 6:45 7:15 8:05 9:00 10:08 11:15 13:35 15:00 17:55

銭函 6:48 7:18 8:08 9:03 10:11 11:18 13:38 15:03 17:58

銭函駅前 6:54 7:24 8:14 9:09 10:17 11:24 13:44 15:09 18:04

銭函3丁目 9:16 11:30 15:15

銭函3丁目 9:31 12:56 15:41

銭函駅前 7:40 9:35 10:30 13:00 14:00 15:45 16:15 17:30 18:20 18:58 19:30 20:30 21:20

銭函 7:43 9:38 10:33 13:03 14:03 15:48 16:18 17:33 18:23 19:01 19:33 20:33 21:23

桂岡 7:46 9:41 10:36 13:06 14:06 15:51 16:21 17:36 18:26 19:04 19:36 20:36 21:26

桂岡会館下 7:50 9:45 10:40 13:10 14:10 15:55 16:25 17:40 18:30 19:08 19:40 20:40 21:30

銭函浄水場 7:54 9:51 10:44 13:15 14:14 16:00 16:29 17:44 18:34 19:12 19:42 20:42 21:32

銭函浄水場 7:20 8:20 9:10 10:15 10:46 11:30 13:50 16:30

桂岡会館下 7:21 8:21 9:11 10:16 10:47 11:31 13:51 16:31

桂岡 7:25 8:25 9:15 10:20 10:51 11:35 13:55 16:35

銭函 7:28 8:28 9:18 10:23 10:54 11:38 13:58 16:38

銭函駅前 7:34 8:34 9:24 10:29 11:00 11:44 14:04 16:44

銭函3丁目 9:29 11:49

銭函3丁目 9:40 12:56

銭函駅前 9:44 11:05 13:00 14:44 17:30 18:20 18:58 19:30 20:30 21:20

銭函 9:47 11:08 13:03 14:47 17:33 18:23 19:01 19:33 20:33 21:23

桂岡 9:50 11:11 13:06 14:50 17:36 18:26 19:04 19:36 20:36 21:26

桂岡会館下 9:54 11:15 13:10 14:54 17:40 18:30 19:08 19:40 20:40 21:30

銭函浄水場 9:59 11:19 13:15 14:58 17:44 18:34 19:12 19:42 20:42 21:32

平日ダイヤ（停留所は抜粋）

土日祝ダイヤ（停留所は抜粋）

・銭函浄水場～銭函駅間は、現在の銭函桂岡線と同経路を運行。

・銭函３丁目方面は、利用僅少により銭函桂岡線の「銭函３丁目」「銭函パークゴルフ場」停留所の廃止。
・銭函駅発着とし、下手稲通→銭函海岸通を循環する経路に変更。
・運行の効率化とともに、下手稲通沿いの住宅や能開大生の利用を促し、利用者増加を図ることを検討。

青線：現在の路線 赤線：ルート変更案
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小樽市地域公共交通網形成計画の一部改定（案）について 

 

 

１ 一部改定（計画期間延長）の目的・理由（R6.6 協議会承認、R7.１定議会報告） 

・北海道新幹線札幌開業延期により、新駅からの交通網整備や並行在来線のバス転換後のルート

が未決定 

・コロナ５類指定以降の人流の活発化が今後もこの傾向が続くのか現状では判断できない 

上記により、次期計画の方向性を見定めるため、計画期間を３年間延長し、令和 10（2028）年度

までとする一部改定を行うこととした。 

 

 

２ 今回の一部改定の方向性ついて 

・計画期間を３年間延長。 

・計画の根幹（問題点、課題、基本方針）は変更せず、現状データ及びそれに基づく文言を更新。 

  → 更新したデータにより、市や交通の現状について、関係者間で認識を共有する。 

・顕在化した課題（乗務員不足、オーバーツーリズム、コミュニティバスの新規導入）については、

現計画の施策に取り込む。 

  → 乗務員不足やオーバーツーリズムに対しては、これまでも施策を実施しているが、次期計

画においても中心となる課題であることから、今後も施策の検討を通して関係者間で問題意

識の共有に努める。 

    コミュニティバスの運行形態については、協議会において決定する必要があることから、

計画に取り込んだ上で、今後、協議を進めていく。 

 

 

３．今後のスケジュール 

R8.3 総務常任委員会へ報告 

R8.3 末 国土交通省へ報告 
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【別紙】主な修正内容 

ﾍﾟｰｼﾞ 項目 主な修正 

 第 1 章 序章 

2 計画期間 ・計画期間を令和７年度から令和 10 年度まで延長し、理由を記載 

 第２章 まちづくりの方向性について 

7-15 関連計画 ・新規作成、更新された関連計画について、計画期間や概要を修正 

 第３章 地域の現況 

18-44 ・人口、通学・通勤の状況、主要施設、自動車保有台数や交通事故件数、観光入込客数などのデータを時点修正 

・データ修正にあわせた文言修正 

 第４章 地域公共交通の現状 

46-61 

地域公共交通の概況 

・公共交通利用者数や運行便数等のデータを時点修正 

・データ修正にあわせた文言修正 

・ふれあいパスの制度変更にあわせた記載内容の修正 

 第５章 地域公共交通に関する問題点及び課題 

75 問題点２ バス利用者数の減少 

■問題点とした地域の現状 
・バス利用者数のデータ更新に伴う文言修正 

76 問題点４ 高齢者が第 1 当事者

となる交通事故の増加 

■問題点とした地域の現状 

・高齢者が第１当事者となる交通事故発生件数のデータ更新に伴う 

文言修正 

76 問題点５ 路線バスの定時性の

確保 

■問題点とした地域の現状 

・国道５号におけるバス運行便数のデータ更新に伴う数値修正 

 第６章 小樽市地域公共交通網形成計画の将来像と基本方針 

 ・計画期間延長に伴う評価指標の更新 

84 
基本方針１ 市民生活を支え利

便性の高い地域公共交通網の形

成  

84 

基本方針２ 持続可能で安定し

た運営形態の構築 
 

85 
基本方針３ 市民・各種交通事業

者・行政等が連携・協力し、支え

育てる地域公共交通の実現 
 

85 
基本方針４ 市民・来訪者に分か

りやすく利用しやすい地域公共

交通の実現 
 

86 

国庫補助導入に関わる評価指標

（基本方針２関係） 
 

 第７章 基本方針に基づく施策内容 

88 

（施策１）市内公共交通網におけ

る利便性の強化 

・「②既存バス路線における課題等の情報収集」に課題及び施策例を追記 

→「一部路線で冬季のオーバーツーリズムに伴う混雑により、 

市民が利用しづらい状況が発生」 

 事業例）既存バス路線の混雑緩和に資する観光地直行便及び増発便の運行 

・⑥として「路線廃止により地域外などへの移動が困難となる地域における

新たな移動手段の導入検討」を追記 

89 （施策２）持続可能な交通体系の

構築 

・「④既存バス路線における課題等の情報収集」に課題及び施策例を追記 

 →「乗務員数の減少により運行本数を確保することが困難」 

 事業例）乗務員確保に関する取組 

93-96 
これまでの施策の実施状況 

・新たに項目を追加 

・これまでに実施した施策について、対応する目標とともに列記 



【資料２別紙の補足説明】 

 

 

第６章「将来像と基本方針」 
・改定では、８４ページから８６ページにかけての「基本方針に基づく目標」について、計画延長に伴

う目標値の更新を実施。 

 

・８４ページの基本方針１「利便性の高い公共交通網の形成」に係る評価指標「運行頻度・間隔におけ

る不満足度の改善」では、令和７年度における現況地は 38.1％となっており、計画当初の目標として

いた平成 30 年度の現況値 49.2％よりも改善。令和 10 年度の目標値は、令和７年度の現状よりも改善

を目指すこととして設定。 

 

・基本方針２「持続可能で安定した運営形態の構築」の評価資料「計画期間内における新規取組事業

数」では、計画当初の令和７年の目標値を４事業としていたが、令和６年時点で６事業とすでに達成し

ている。令和 10年の目標値は、新たに１事業を追加して７事業実施することを目標とした。 

 

・８５ページ、基本方針３「市民、事業者、行政等が連携し支え育てる公共交通の実現」の評価指標も

「計画期間内における新規取組事業数」だが、計画当初の令和７年の目標値４事業を、令和６年時点で

すでに達成している。令和 10年度の目標値は新たに１事業追加して５事業と設定した。 

 

・基本方針４「市民・来訪者にわかりやすく利用しやすい公共交通の実現」の評価指標「観光客の市内

移動における路線バスの利用率」では、計画当初に目標としていた 19％には届かず、平成 30年の現況

値からも減少し 12.8％となった。これは主に散策バスの運休に伴う利用者の減少、特に日本人観光客

の利用減が数字に表れているものと考えている。なお、近年のオーバーツーリズムの関係もあるため、

令和 10年度の目標値は現状より微増の 13％とした。 

 

・方針２と３では現況値が令和６年のものとなっているが、この２つの現況値は施策の実施状況とい

うことで、令和７年については現在施策が実施中のため、施策が完了している令和６年を指標として

掲載した。 

 

・８６ページの国庫補助導入にかかわる評価指標「市内完結バス路線の年間利用者数」については、利

用者数を指標としているが、現在の利用者数の維持プラスアルファで 720万人と設定した。 
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